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【一】武徳二年 (●●●●)。西紀六一九年なり
【二】安陽縣は相州を帯ぶ
【三】煬帝、左右領軍衞を改めて左右屯衛と爲す。
【四】義寧元年七月、王隆を遣わして、兵に東都に會せしむ。今始めて至る。
【五】擁 (●)は壅と通ず。
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【六】厮養 (●●)。薪を析くを厮と爲し、炊烹を養と爲す。
【七】煬帝、司隷臺を置き、大夫を以て之が長と爲す。
諸の巡察を掌る。正四品
【八】虞部郎 (●●●)。山澤を掌る官。工部尚書に屬す。
【九】勃海。煬帝、滄州を改めて勃海郡と爲す。
【一〇】任瓌、穀州の刺史を以て新安に鎭し、
菅國公に封ぜられる。
【一一】達 (●)。隋の觀の德王雄の弟なり。
【一二】長春宮 (●●●)。同州朝邑縣（今の陝西省關中道）に在り、後周の宇文護の建つる所なり。
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【一三】聊城縣は魏州に屬す。今の山東省東臨道聊城縣の
西北十五里。
【一四】南陽 (●●)。鄧州。
【一五】顔之推は、高齊の季に仕う。
【一六】淮安 (●●)。鄴の名、今の河南省汝陽道泌陽縣。
【一七】淮源 (●●)。淮水、今の河南省汝陽道桐栢大復山に出ず。山南に淮源廟有り。
【一八】菊潭 (●●)。鄧州に屬す。今の河南省汝陽道内郷縣西北。
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【一九】漢東 (●●)。大業に、隋州を改めて漢東郡と爲す。
【二〇】信州 (●●)。梁、信州を魚復に置く。大業に改めて
巴東郡と爲す唐復た信州と爲す。
【二一】顯州 (●●)。後魏、東荊州を比陽に置く。
後改めて淮州と爲す。
隋の文帝、顯州と改む。今の河南省汝陽道泌陽縣。
【二二】元盧 (●●)。元文都・盧楚。世充が之を殺すこと、
一百八十五卷元年七月に見ゆ。
【二三】章善顯福 (●●●●)。東郡の皇城の南面の三門、中を應天と曰い、左を興敎と曰い、右を光政と曰い、興敎の内を會昌と曰い、其北を章善と曰い、光政の内を廣運と曰い、其北を顯福と曰う。
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【二四】唐の制、凡そ田を授かる者は、丁、歳に粟二斛を出す、之を租と謂う。郷の出す所に随つて、歳に絹二匹・綾絁二丈を輸し、布は五の一を加え、綿三兩、麻三斤、蠹郷に非ざれば銀十四兩を輸す。之を調と謂う。人の力を用うること、歳に二十日、閏には二日を加う。役せざる者は絹三尺と爲す。之を庸と謂う。事有りて役を加うること二十五日なる者は調を免ず。三十日なる者は、租調皆免ず。正役に通じて、五十日に過ぎず。
【二五】去年八月、張俟德を遣わして李軌を册拝せしむ。
【二六】蕭詧が魏に事うる事、一百六十五卷梁の元帝
承聖三年に見ゆ。
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【二七】可汗伏允の事一百八十一卷煬帝大業五年に見ゆ。
【二八】長安に還る (●●●●●)。煬帝既に弑せられ、
順、長安に逃れ還る。
【二九】去年十月、神通を遣わして山東を安撫せしめ、
崔民幹を副と爲す。今、世幹と書す。
當に一の誤あるべし。
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【三〇】貝州 (●●)。時に復た淸河郡を以て貝州と爲す。
【三一】襄國 (●●)。煬帝、邢州を改めて襄國郡と爲す。
【三二】少府令 (●●●)。少府監の長官。
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【三三】左司郎中 (●●●●)。煬帝三年、尚書都司に始めて左右司郎各々一人を置く、都省の職を掌る。品は諸曹郎に同じく、從五品。
【三四】歐陽紇は、一百七十卷陳の宣帝大建元年に見ゆ。
【三五】隋の尚輦局は殿内省に屬す。
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【三六】金環 (●●)。長安に還らんと欲するを言う。
【三七】夷陵郡 (●●●)。梁、宜州を夷陵郡に置く。
西魏改めて拓州と曰い、後周改めて峡州と曰う。
隋の煬帝改めて夷陵郡と爲す。
【三八】安陸 (●●)。隋の煬帝、安州を改めて安陸郡と爲す。
【三九】黔安 (●●)。黔州を改めて黔安郡と爲す。
【四〇】武陵 (●●)。郡、梁、武州を置く、煬帝復た郡と爲す。
【四一】澧陽 (●●)。隋、初め澧州を置き、大業に改めて郡と爲す。
【四二】黎州 (●●)。後魏、黎陽郡を黎陽縣に置く。後、
黎州を置く。隋に至りて廢す。今復た黎州を置く。
【四三】汜 (●)水 (●)。隋志に汜水縣、舊、成皐を改めて汜水と曰う。
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【四四】九曲 (●●)。水經注に、洛水、宜陽よりして東して九曲の南を逕、其地十里に、阪の九曲なる有りと。
【四五】武安 (●●)。隋、洛州を改めて武安群と爲す。
【四六】隋の臨邑縣は齊郡に屬す。
【四七】獲嘉 (●●)。漢の縣、武帝巡幸して此に至り、南越を破り呂嘉を獲るを聞き、因つて以て縣に名づく。
隋、河南郡に屬す。今の河南省河北道獲嘉縣。
【四八】殷州 (●●)。隋の開皇十六年、獲嘉縣に於て殷州を置く。大業の初、州廢す。王世充復た置く。
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【四九】竇抗は后の兄なり。
【五〇】陟州。是年、育德、修武縣濁鹿城を以て降る。
陟州を置く。武陟に因りて名と爲す。
【五一】李厚德蓋し濁鹿に歸りて親を省し、
而して育德をして獲嘉を守らしむるなり。
【五二】雍丘、杞州。梁郡雍丘縣に後魏、陽夏郡を置く。
開皇、郡を廢して杞州を置く。
大業、州を廢して縣と爲す。
李公逸、亂に因りて之に據る。今復た州を置く。
時に邊要の州には、總管及び刺史を置く。
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【五三】夏州 (●●)。漢の朔方の地、赫連が都せし所の統萬なり。
魏、赫連を滅ぼし、以て統萬鎭と爲す。
魏の太和十一年、夏州を置く。
隋の大業中、州を改めて朔方郡と爲す。
唐復た夏州と爲す。
今の陝西省楡林道横山縣の西。
【五四】豊州 (●●)。復た五原郡を以て豊州と爲す。
今の綏遠特別區域綏遠道五原縣。
【五五】賻 (●)。貨財を賻と曰う。
【五六】邊要の州には、總管・刺史・長史・司馬を置く。
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【五七】北海 (●●)。煬帝、靑洲を以て北海郡と爲す。
【五八】文登縣、東萊郡に屬す。
【五九】東海 (●●)。海州を以て東海郡と爲す。
【六〇】齊郡 (●●)　齊州を以て齊郡と爲す。
【六一】東平 (●●)。鄆州を以て東平郡と爲す。
【六二】任 (●)城 (●)・平 (●)陸 (●)。二縣は魯郡に屬す。
【六三】壽張縣は濟北郡に屬す。
【六四】須昌縣は東平郡に屬す。
【六五】長星。隋志に大業十三年六月、星有り太微に孛す。
　　　　五帝の坐なり。色黄赤、長さ三四尺許と。
【六六】角亢 (●●)。二十八宿の二。角亢氐は鄭、兗州なり。
【六七】外兵曹は隋の官に之れ無し。
世充、魏晋以来の官制を取りて之を置くのみ。
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【六八】事、去年九月十月に見ゆ。
【六九】鄭善家の父誠、尉遲廻を討ち、力戰して死す。
是に因りて隋の名臣の家と爲す。
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【七〇】義州 (●●)。武徳元年、衞州の汲・新郷を以て義州を置く。
【七一】黄蛇嶺 (●●●)。楡次縣の北に在り。
【七二】楡次縣は幷州に屬す。今の山西省冀寧道楡次縣。
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【七三】衡水縣は冀州に屬す。
今の直隷省大名道衡水縣の西南十五里に在り。
【七四】凛烈 (●●)。嚴冷なるを言う。
【七五】前誓 (●●)。去年七月禁中被髪の誓を謂う。
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【七六】齊州 (●●)。歷城縣に治す。古の歷下城なり。
【七七】濟州 (●●)。古の碻城なり、秦、東郡平の地と爲す。宋、碻戍及び濟北郡を置く。後魏、濟州を立つ。
【七八】淮州 (●●)。
是年、靑州の北海・營丘・下密を分ちて濰州を置く。蓋し公順を以て濰州總管と爲す。
淮は當に濰に作るべし。
【七九】滄州 (●●)。漢、勃海郡を置き、浮陽に治す。
後魏、滄州を置く。
【八〇】新樂 (●●)。古の鮮虞子の國、漢の新市縣、中山郡に屬す。
　　　隋改めて新樂縣と爲す。唐、
定州に屬す。
【八一】揚州 (●●)。漢の廣陵・江都の地。漢より以来、
揚州の治むる所、其邑を常にせず。
唐に至りて廣陵始めて揚州の名を有す。
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【八二】内史 (●●)の下に當に令の字有るべし。
【八三】少吏部 (●●●)。卽ち吏部侍郎なり。
【八四】晉の武帝、國子學を立て、助教を置く。
博士を佐けて敎授するを掌る。後世、之に因る。
【八五】束修の禮 (●●●●)。師に事うるの禮を請う。
【八六】巴豆 (●●)。毒有り、能く人を痢す。
【八七】陸德明は孔潁達に過ぐること遠し。
【八八】條流 (●●)。猶お條派と言うがごとし。
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【八九】江都の難に、齊王も亦死す。
【九〇】散手 (●●)。散手仗なり。
凡そ朝會の仗、親勲翊の三衛番上し、
分ちて五仗と爲す。
一を供奉仗と曰い、二を親仗と曰い、
三を勲仗と曰い、四を翊仗と曰い、
五を散手仗と曰う。
【九一】東都の皇宮の正殿を乾陽殿と曰い、
殿の左を東上閤と曰い、右を西上閤と曰う。
閤に各々門有り。
【九二】領要 (●●)。猶お要領と言うがごとし。
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【九三】襄城 (●●)の上に當に爵の字有るべし。
【九四】西濟州 (●●●)。濟源縣、武徳二年、
王世充の將丁伯德、縣を以て來り降る。
西濟州を置く。今の河南省河北道濟源縣。
【九五】竇融の事は漢の光武紀に見ゆ。
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【九六】富貴 (●●)云云。項羽の言。
【九七】玉女臺 (●●●)。軌が玉女臺を築く事、前卷前年に見ゆ。
【九八】是年二月、李軌、鄧曉を遣わして入見せしむ。
【九九】離石 (●●)。漢の縣。後周改めて昌化郡と名づく。
隋、離石郡と爲す。唐、石州と爲す。
離石胡は匈奴種なり。
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【一〇〇】嵐州 (●●)。樓煩郡を以て嵐州を置く。
【一〇一】九州 (●●)。涼・甘・瓜・鄯・蕭・會・蘭・河・廓。
　　　　　皆、李軌が據りし所の地なり。
【一〇二】平遙縣、汾州に屬す。卽ち漢の平陶縣。
魏、國諱を避け、陶を改めて遙と爲す。
【一〇三】陳茂は隋の文帝に事えて機密を與る。
【一〇四】尚食局は殿中省に屬し、奉御有り、直長有り。
【一〇五】往者の言 (●●●●)。世充、往に、子明辟に復するの言有り、既に踐む能わず、今應に遽に之を殺すべからざるをいう。
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【一〇六】滄州 (●●)。隋の勃海郡。
【一〇七】易州 (●●)。上谷郡。
【一〇八】去年十一月、建德、刁兒を滅ぼす。
【一〇九】介州 (●●)。義寧元年、介休・平遙を以て介休郡を置く。
　　　　武徳元年、介州と曰う。
【一一〇】雀鼠谷 (●●●)。介休縣に在り。
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【一一一】長樂門 (●●●)。長安の宮城の南面の三門、
中を承天と曰い、東を長樂と曰い、
西を永安と曰う。
【一一二】晉州 (●●)。曹魏の平陽縣、隋、臨汾郡と爲す。
唐、晉州と爲す。
【一一三】十二軍 (●●●)。萬年道を參旗軍、長安道を鼓旗軍、富平道を玄戈軍、醴泉道を幷鉞軍、同州道を羽林軍、華州道を騎官軍、寧州道を折威軍、岐州道を平道軍、幽州道を招搖軍、西麟州道を苑遊軍、涇州道を天紀軍、宜州道を天節軍と爲す。
【一一四】徐圓朗、數州に跨據し、東は海に至り、
西は岱に抵る。
【一一五】兗州 (●●)。隋の魯郡。
禹貢の兗州は東南は濟に據り、
西北は河に距り、封域廣し。
後漢以来、兗州の治る所、其邑を常にせず、
所部亦廣し。
是に至りて始めて専ら魯郡を以て兗州と爲す。
P97
【一一六】臨涇縣は涇州に屬す。今の甘粛省涇原道鎭原縣。
【一一七】事、一百八十一卷煬帝大業七年に見ゆ。
【一一八】金山 (●●)。アルタイ山。
【一一九】海 (●)。西海なり。
【一二〇】石國 (●●)。康居の枝庶の分れ王たる者なり。
今の露領中央亜細亜タシュカンドに居る。
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【一二一】唐初、西河郡を改めて浩州と爲す。
【一二二】洺州 (●●)。隋の武安郡。
【一二三】延州 (●●)。隋の延安郡。
【一二四】魏州 (●●)。綏州成平縣に魏州を置く。
魏平關に因りて名づく。
【一二五】段孝先は高齊の季に柄用せらる。
【一二六】峡州 (●●)。今の湖北省荊南道宜昌縣の西北。
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【一二七】西陵 (●●)。夷陵は孫呉の西陵なり。
　　　　　世にこれを歩闡壘と謂う。
【一二八】安蜀城 (●●●)。公安縣の界に在り。荊門城 (●●●)。
長林縣の界に在り、皆、荊州の西南の要地なり。
【一二九】虁州 (●●)。巴東郡、舊、信州を置く。
是年、虁州と改む。
【一三〇】明詔を以てせずして陰に敕するは猶お宿憾を以て
之を殺さんと欲するなり。
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【一三一】昔 (●)云云。
事、一百八十四卷隋の恭帝義寧元年に見ゆ。
【一三二】毗陵に克つこと、一百八十五卷元年三月に見ゆ。
【一三三】撝 (●)は麾と同じ。
【一三四】淸流縣は、漢の全椒縣の地。
今の安徽省淮泗道滁縣
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【一三五】丹陽群は、隋初の蔣州なり。
【一三六】和州 (●●)。漢の歷陽縣の地、高齊、和州を置く。
大業、州を廢し歷陽郡と爲す。
今復た和州と爲す。
今の安徽省安慶道和縣。
【一三七】介休 (●●)。漢の古縣。時に介州と爲す。
今の山西省冀寧道介休縣。
【一三八】浩州 (●●)。隋の西河郡。
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【一三九】事、上の二月に見ゆ。
【一四〇】絳州 (●●)。今の山西省河東道新絳縣。
【一四一】龍門 (●●)。漢の皮氏縣なり。
後魏改めて龍門縣と爲す。
隋唐には蒲州に屬す。
今の山西省河東道河津縣の西二里に在り。
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【一四二】太子詹事は、東宮の三寺十率府の政令を統ぶ。
【一四三】長史と爲ること、一百八十四卷義寧元年に見ゆ。
【一四四】水を以て石に投ずれば、沾濕すと雖も、
水を受くる能わず。
【一四五】天臺 (●●)は尚書省を謂う。東朝は東宮と謂う。
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【一四六】趙州 (●●)。周の穆王が造父を趙城に封ぜしは、
卽ち此地なり。後魏、趙郡を置く。
隋の大業の初、趙州を置く。
今の直隷省大名道趙縣。
【一四七】鄜州 (●●)。上郡に、後魏、東秦州を置く。
後改めて北華州と爲す。西魏、敷州と爲す。
大業二年、改めて鄜城郡と爲す。
後改めて上郡と爲す。唐、鄜州と爲す。
今の陝西省楡林道鄜縣。
【一四八】國公より進みて郡王に封ぜらる。
唐の制、國公は食邑二千戸、郡王は食邑五千戸、　　皆、従一品。





Ｐ105
【一四九】衡水縣は冀州に屬す。
今の直隷省大名道衡水縣の西南十五里。
【一五〇】武徳元年、梁州の灘江・巴州の符陽・長池・白石を析ちて集州を置く。
漢の宕渠・符陽の地なり。
今の奉天省遼瀋道瀋陽縣の東南四十五里。
【一五一】熟獠 (●●)。邊に近き者を熟獠と爲し、
遠き者を生獠と爲す。
【一五二】澮州 (●●)。
義寧元年、絳郡の翼城・絳縣を以て澮州を置く。
【一五三】駱驛 (●●)。相繼ぎて絶えざるなり。
【一五四】義寧元年、蒲州の安邑・虞郷・夏を以て安邑郡を置く。武徳元年、虞州と曰う。又、義寧元年、蒲州の汾陰・龍門を以て汾陰郡を置く、武徳元年、泰州と曰う。
【一五五】夏縣は漢の安邑縣の地、時に虞州に屬す。

P106
【一五六】去年十二月、隋の將堯君素死し、
王行本、蒲反に據ると、前卷に見ゆ。
【一五七】關西 (●●)。蒲津關以西。
【一五八】衞州 (●●)。漢の汲縣の地、東魏、義州を立つ。
後周、衞州と改め、汲に治す。
【一五九】黎陽縣は衞州の東北百二十里に在り。
【一六〇】右方 (●●)。漢書の語を用う。
此れ建德の兵の、右に在る者を謂う。









P107
【一六一】下博縣は、時に冀州に屬す。
今の直隷省保定道深縣の南三十里。
【一六二】蓋し靑城宮に因りて堡を爲るなり。
【一六三】汴州 (●●)。古の大梁の地、戰國の時、魏都と爲る。
　　　　　漢、陳留郡と爲し、東魏、梁州と爲す。
後周、汴州と改む。
【一六四】亳州 (●●)。漢の譙縣、魏、譙郡と爲す。
後周の武帝、亳州を置く。
【一六五】是年四月、夏候端を遣わして淮左を安撫せしむ。
【一六六】澶淵 (●●)。隋の開皇一六年、澶淵縣を置く。
時に黎州に屬す。
【一六七】譙州 (●●)。亳州臨煥縣に、隋、譙州を置く。





P108
【一六八】𤇾+豆豆 (●●)。野豆なり。
【一六九】宜陽 (●●)。唐の熊州。

P109
【一七〇】郎楚之、夏候端と同時に出で使す。
【一七一】華山 (●●)。華州の華陰縣に在り。岳祠有り。

※𤇾+豆豆 (●●)　漢字が無いため、この様に表現しています。
